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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　2020年８月11日に提出いたしました第192期第１四半期（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）四半期報告書

に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部が原本と相違しておりましたので、これ

を訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

　　（訂正前）

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

（中略）

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役会の職務の執行を監視することにあ

る。

 

　　（訂正後）

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

（中略）

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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